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安 中 市 

男女共同参画に関する意識調査結果報告書 
 

本市では、「第３次安中市男女共同参画計画」に基づき、誰もが性別にかかわらず個性と能力を発揮

し、いきいきと暮らすことができる社会の実現に向けて、さまざまな取組みを進めています。 

本調査は、市民の「男女共同参画」に関する意識の実態を把握し、「第４次安中市男女共同参画計画」

を策定するにあたっての基礎資料とすることを目的として実施しました。 

 

第１部 市民意識調査 
【調査概要】 

□対象者：安中市在住の 18歳以上の男女各 1,000人（計 2,000人）を無作為抽出 

□期 間：令和４年８月 15日～８月 31日   □方 法：郵送による配布・回収 

□回収率：38.6％（女性 44.2％、男性 31.7％） 

 

１ 回答者の属性について 

■あなたの性別と年齢は 

 

 
 

57.3 41.1 0.4 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人） 男性（317人） その他 無回答

ｎ

【性別】

8.8

9.5

13.1

19.0

25.8

23.8

0.0

7.6

6.6

11.4

17.0

21.8

35.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

無回答

女性（442人） 男性（317人）

【年齢】

概要版 

○回答者は、「女性」が

57. ３％、「男性」が

41.1％、「その他」が

0.4％となっています。 

 

○回答者数は、年代が高

いほど多く、女性では

「60～69歳」、男性では

「70歳以上」が最も多く

なっています。 
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２ 男女平等に関する意識について 

 ■あなたは、今の日本の社会では現実として男女の地位は平等になっていると思いますか。 

 
 

 

３ 家庭生活について 

 ■家庭生活における今の役割分担はどのように決められましたか。 

 

 ■家庭生活における今の役割分担についてどう思いますか。 

 
  

58.6 

62.9 

62.6 

36.8 

18.2 

74.7 

43.9 

71.3 

71.7 

26.3 

20.4 

19.2 

32.8 

50.5 

9.9 

31.1 

12.6 

15.7 

4.3 

1.9 

1.7 

5.4 

2.7 

0.5 

3.6 

1.4 

1.6 

7.8 

10.8 

11.3 

20.1 

23.6 

11.4 

16.2 

10.8 

7.8 

3.0 

4.0 

5.3 

4.8 

4.9 

3.5 

5.1 

3.9 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活

②就労の機会（募集や採用の条件等）

③職場の状（賃金・仕事の内容等）

④地域活動の場（自治会・ＰＴＡなど）

⑤学校教育の場

⑥政治の場

⑦法律や制度

⑧社会通念・慣習・しきたりなど

⑨社会全体として

男性優遇 平等になっている 女性優遇 わからない 無回答

回答者（771人）

13.0

11.3

15.5

65.8

65.8

65.6

8.0

10.4

5.0

6.9

6.1

7.3

6.4

6.3

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（771人）

女性（442人）

男性（317人）

話し合いで決めている 暗黙の了解で決まっている 不本意ながら決まっている その他 無回答

32.9

23.1

47.3

36.7

36.7

35.3

18.7

26.7

8.2

5.2

7.5

1.9

6.5

6.1

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（771人）

女性（442人）

男性（317人）

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

◇依然として、男性優遇と

感じる人が多い状況です。 

○各分野における男女の平

等意識についてみると、⑤学

校教育の場では「平等になっ

ている」の割合が最も多く５

割を超えていますが、④地域

活動の場では「男性優遇」と

「平等」の割合が同程度、そ

れ以外の分野では「平等」の

割合が少なくなる一方、「男

性優遇」の割合が多くなって

います。 

◇家庭の役割分担につい

て、男女ともに『満足』は

多いものの、『不満』を感

じる女性の割合は３割を

超えています。 

○家庭生活における役割分

担については、男女ともに

「暗黙の了解で決まってい

る」が６割以上と最も多く、

「話し合いで決めている」割

合は１割ほどとなっていま

す。 

○また、役割分担への『満足』

は、「満足」と「やや満足」を

合わせて約７割と高いもの

の、女性の割合は男性を大き

く下回っており、男性に比べ

て「不満」、「やや不満」の割

合が多くなっています。 
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４ 育児休業や介護休業について 

 ■育児休業や介護休業を取得できる制度を知っていますか。 

 

 

 

 ■男性が育児休業や介護休業を取得することについて、どう思いますか。 

 

 

 

 

  

22.2

21.0

23.7

63.4

63.3

64.7

11.2

12.9

8.2

3.2

2.7

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（771人）

女性（442人）

男性（317人）

内容まで知っている 名前だけ知っている 知らない 無回答

79.4

0.5

1.1

2.3

9.0

3.8

3.8

74.4

1.3

1.9

3.5

12.3

3.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どちらも取得した方がよい

育児休業は取得した方がよいが、

介護休業は取得しない方がよい

介護休業は取得した方がよいが、

育児休業は取得しない方がよい

どちらも取得しない方がよい

わからない

その他

無回答

女性（442人） 男性（317人）

◇育児休業や介護休業を

内容まで知っているのは

２割ほどとなっていま

す。 

○育児休業や介護休業の

「内容まで知っている」で

は、女性より男性の割合が

やや多くなっています。 

◇男性が育児休業や介護

休業を取得することにつ

いては、男女とも 7 割以

上が取得した方がよいと

思っています。 

○男性が育児休業や介護休

業を「どちらも取得した方

がよい」は、男性より女性の

割合が多くなっています。

「どちらも取得しない方が

よい」では、男女ともほとん

どいない状況となっていま

す。 
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５ 女性の就労について 

   ■女性が職業をもつことについて、あなたはどうお考えですか。 

 

 

６ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について 

 ■日常生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の優先度は？ 

 

1.6

2.7

55.7

21.5

0.2

6.3

9.7

2.3

1.3

4.4

44.5

33.8

0.3

6.6

6.9

2.2

0% 20% 40% 60%

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは職業を

もつ方がよい

子どもができても、ずっと職業を

もち続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大き

くなったら再び職業をもつ方がよい

女性は職業をもたない方がよい

わからない

その他

無回答

女性（442人） 男性（317人）

26.2

21.0

3.6

26.3

4.8

7.0

6.4

4.7

1.4

12.7

3.0

24.0

6.2

12.5

34.5

5.7

0% 10% 20% 30% 40%

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」を

いずれも優先

無回答

回答者（771人）

実際 理想

◇子どもができても、ずっと

職業をもち続ける方がよい

と考える人が最も多くなっ

ています。 

○女性が職業をもつことにつ

いては、男女ともに「子どもが

できても、ずっと職業をもち続

ける方がよい」が４割以上と最

も多く、次いで「子どもができ

たら職業をやめ、大きくなった

ら再び職業をもつ方がよい」が

２割以上となっています。 

 

○「子どもができても、ずっと

職業をもち続ける方がよい」と

いう考え方が定着してきてい

ることがうかがえます。 

◇実際の生活と理想の生活

に差のある人が多くなって

います。 

○生活の優先度についてみ

ると、実際の生活では「仕事

を優先」、「家庭生活を優先」、

「仕事と家庭生活をともに

優先」がそれぞれ２割以上と

多くなっていますが、理想の

生活では、「仕事と家庭生活

と地域・個人の生活をいずれ

も優先」が最も多く、理想の

バランスを実現できていな

いことがうかがえます。 
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７ 社会活動・地域活動について 

 ■あなたが住んでいる地域や活動している団体において男女不平等と思われることはありますか。 

 

 

 ■女性の意見は地域の活動や生活に反映されていると思いますか。 

 

 

  

26.7

16.5

16.3

11.5

7.7

8.8

7.9

5.0

0.5

41.4

3.8

7.2

34.7

20.8

12.3

23.3

6.9

7.6

6.9

3.8

0.0

37.5

6.3

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

団体の長には男性が就き、女性は

補助的役職に就く慣行がある

女性が役職に就きたがらない

活動の準備や後片付けなどは

女性が行う慣行がある

女性の参加が少ない

男性の参加が少ない

女性が表に出るべきでないという雰囲気がある

男性が女性を対等なパートナーとして見ていない

女性の意見が聞き入れられない

男性の意見が聞き入れられない

特にない

その他

無回答

女性（442人） 男性（317人）

1.6

36.0

19.7

5.7

34.8

2.3

5.4

44.2

20.5

5.0

24.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

十分反映されている

ある程度は反映されている

あまり反映されていない

ほとんど反映されていない

わからない

無回答

女性（442人） 男性（317人）

◇地域において、男女不平等

はないと考える人が最も多

くなっています。 

○住んでいる地域において

男女不平等と思われること

については、男女ともに「特

にない」との回答が４割ほど

と最も多くなっています。し

かし、社会活動・地域活動に

参加する男性の割合が多く

なっている中で、依然として

男性が代表になり女性は補

助的な役割を担う、女性が活

動の準備や片付けなどを担

当する等の性別役割分担が

多く残っている状況もうか

がえます。 

○女性の意見は地域の活動

や生活に反映されていると

思うかでは、男女ともに「あ

る程度は反映されている」が

４割前後と最も多く、次いで

「わからない」となっていま

す。「十分反映されている」と

「ある程度は反映されてい

る」の回答割合は、男性が女

性を上回っています。 
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８ 人権について 

 ■人権侵害行為を経験したり、身近で見たり聞いたりしたことがありますか。 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

13.6

3.8

21.9

35.6

57.9

55.5

6.6

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）】

21.5

17.7

34.8

42.6

38.0

35.6

5.7

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【パワー・ハラスメント（パワハラ）】

3.4 13.6

14.5

76.0

79.2

7.0

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【マタニティ・ハラスメント（マタハラ）】

11.1

2.8

19.2

24.3

64.0

67.8

5.7

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【ストーカー行為】

◇1 割以上の女性が、セク

シュアル・ハラスメントな

どの人権侵害行為を受けた

経験があると回答していま

す。 

○セクシュアル・ハラスメ

ント、パワー・ハラスメン

ト、マタニティ・ハラスメン

ト、ストーカー行為は、身近

で見たり聞いたりしたこと

はないとの回答が最も多い

ものの、「受けた経験があ

る」については、セクシュア

ル・ハラスメントでは

13.6％、パワー・ハラスメ

ントでは 21.5％、マタニテ

ィ・ハラスメントでは

3.4％、ストーカー行為では

11.1％となっています。 

○また、女性で「受けた経験

がある」は、男性の回答を大

きく上回っています。 
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９ 配偶者からの暴力（ＤＶ）について 

 ■配偶者等からの暴力（ＤＶ）を経験したり、見たり聞いたりしたことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

8.8

1.3

21.5

22.7

64.7

70.3

5.0

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【身体的暴力】

14.7

4.1

25.1

28.1

55.2

60.9

5.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【精神的な暴力】

2.0 11.8

9.1

79.6

83.6

6.6

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【性的な暴力】

2.5

0.6

15.2

14.2

76.5

77.9

5.9

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【経済的な暴力】

2.9

0.9

14.3

13.6

77.1

78.9

5.7

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性（442人）

男性（317人）

受けた経験がある 身近で見たり聞いたりしたことがある

身近で見たり聞いたりしたことはない 無回答

【社会的な暴力】

◇1割近くの女性が、身体

的な暴力を受けた経験があ

ると回答しています。 

○配偶者からの身体的な暴

力、精神的な暴力、性的な

暴力、経済的な暴力、社会

的な暴力は、身近で見たり

聞いたりしたことはないと

の回答が最も多いものの、

身体的な暴力については、

女性で「受けた経験がある」

は１割近く、「身近で見たり

聞いたりしたことがある」

は男女とも約２割の回答と

なっています。 

○また、精神的な暴力につ

いては、女性で「受けた経

験がある」は１割を超え、

「身近で見たり聞いたりし

たことがある」は男女とも

２割半ばを超えた回答とな

っています。 



 

8 

10 男女共同参画社会について 

 ■男女共同参画に関する法律や言葉、市の取組について見たり聞いたりしたことがありますか。 

  

 

 

 

  

9.5

28.3

55.4

16.5

43.4

47.7

38.5

7.5

2.9

25.1

1.6

30.5

11.1

17.9

18.3

5.9

10.4

30.0

56.2

14.8

47.6

49.5

33.4

7.3

5.4

24.6

1.6

20.8

5.4

8.5

22.4

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

女子（女性）差別撤廃条約

男女共同参画社会基本法

男女雇用機会均等法

女性活躍推進法（女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律）

ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律）

ストーカー規制法

（ストーカー行為等の規制等に関する法律）

ジェンダー

（歴史的・文化的・社会的に形成された性差）

エンパワーメント（自らの生き方を選択する

能力、あらゆる意思決定過程への参画能力）

ポジティブ・アクション

（男女の実質的な機会均等のために暫定的に

参画の機会を保障すること）

ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

（性と生殖に関する女性の健康・権利）

安中市男女共同参画計画

安中市配偶者暴力相談支援センター

・安中市DV電話相談

安中市広報リレーエッセイ

～男女共同参画推進委員会

いずれも、見たり聞いたりしたものはない

無回答

女性（442人） 男性（317人）

◇認知度が高い用語は、「男

女雇用機会均等法」と「Ｄ

Ｖ防止法」と「ストーカー

規制法」 

○男女共同参画に関する法

律や言葉、市の取組の認知

度については、男女ともに

「男女雇用機会均等法」が

５割以上と最も多く、次い

で「ストーカー規制法」、「Ｄ

Ｖ防止法（配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護

に関する法律）」が多くなっ

ています。 

○「ジェンダー」、「安中市男

女共同参画計画」、「安中市

配偶者暴力相談支援センタ

ー・安中市 DV 電話相談」、

「安中市広報リレーエッセ

イ～男女共同参画推進委員

会」については、女性の認知

度が男性を5ポイント以上

上回っています。 
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第２部 事業者意識調査 
【調査概要】 

□調査対象：従業員数 10 人以上の市内事業所 100事業所（無作為抽出） 

□期  間：令和４年９月 13日～９月 28日 

□方  法：郵送による配布・回収 

□回 収 率：38.0％ 

 

１ 事業所の概要 

 ■業種についてお答えください。 

 

 ■事業所の従業員数についてお答えください。 

 

 

42.1 

13.2 

10.5 

7.9 

7.9 

7.9 

2.6 

2.6 

2.6 

0.0 

2.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

製造業

建設業

卸売・小売業

情報通信・運輸業

医療・福祉業

サービス業

電気・ガス・熱供給業

金融・保険業

飲食・宿泊業

不動産業

その他

無回答

回答（38件）

21.1 21.1 7.9 7.9 31.6 10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10人以上～20人未満 20人以上～30人未満

30人以上～40人未満 40人以上～50人未満

50人以上 無回答

ｎ

回答（38件）

【従業員総数】

130

400

362

1,094

197

129

2,605

3,031

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

人材派遣者数

非正規従業員数

正規従業員数

従業員総数

女性 男性
人

○業種については、「製造業」が最

も多く、次いで「建設業」、「卸売・

小売業」と続きます。 

○従業員総数は、「50人以上」が

最も多く、「10 人以上～20 人未

満」と「20人以上～30人未満」

が続いています。 

 

○従業員総数のうち、「女性」が

1,094人、「男性」が 3,031人と

なっています。 

正規従業員数については、「女

性」が 362人、「男性」が 2,605

人となっています。 

非正規従業員数については、

「女性」が400人、「男性」が129

人となっています。 

人材派遣者数については、「女

性」が 130 人、「男性」が 197

人となっています。 
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２ 女性の職域拡大・管理職登用について 

 ■女性の管理職への登用を促進するために、どのような取組みが効果的だと思いますか。 

 

 ■女性の活躍に向けて推進している取組みはありますか。 

 

 

 

36.8 

36.8 

31.6 

23.7 

23.7 

21.1 

21.1 

13.2 

10.5 

7.9 

13.2 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80%

経営層・管理職層の意識改革

ロールモデルとなる女性従業員の育成・提示

企業における継続的なキャリア研修

経営トップの強いリーダーシップ

職場の上司とのコミュニケーションの推進

資格取得の奨励

管理職の労働時間の短縮や在宅勤務の普及

女性の社内外のネットワーク形成の促進

幅広く業務を経験させるために、男性の多い

職種にも配置転換する

管理職登用の数値目標の設定

その他

無回答

回答（38件）

36.8 

36.8 

28.9 

26.3 

23.7 

21.1 

13.2 

13.2 

10.5 

7.9 

7.9 

5.3 

5.3 

5.3 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80%

女性従業員の採用拡大

パート契約社員から正社員への登用

出産・育児などの休業がマイナスにならない人事制度

の導入

短縮勤務・フレックスタイムなど、勤務時間の柔軟化

女性管理職への積極的登用

特にない

男女共に異動や担当業務の意思確認

評価者に女性を含める

意識改革のための教育・研修の実施

女性の活躍に向けた社内の推進体制の整備

女性の採用や昇進における数値目標設置

トップの女性活躍推進に関するメッセージ発信(イク

ボス宣言含む) 

企業内託児所や学童保育所などの設置

その他

無回答

回答（38件）

◇女性の管理職への登用の効果

的な取組みは、「経営層・管理職

層の意識改革」と「ロールモデル

となる女性従業員の育成・提示」 

 

○女性の管理職への登用を促進

するために、どのような取組み

が効果的だと思うかについて

は、「経営層・管理職層の意識改

革」と「ロールモデルとなる女性

従業員の育成・提示」が最も多

く、次いで「企業における継続的

なキャリア研修」が続きます。 

◇女性の活躍に向けて推進して

いる取組みで最も多いのは、「女

性従業員の採用拡大」と「パート

契約社員から正社員への登用」 

 

○女性の活躍に向けて推進して

いる取組みはあるかについて

は、「女性従業員の採用拡大」と

「パート契約社員から正社員へ

の登用」が最も多く、次いで「出

産・育児などの休業がマイナス

にならない人事制度の導入」が

続きます。 
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３ 育児休業制度、介護休業制度、子の休暇制度について 

 ■育児休業制度の規定がありますか。 

 

 【過去１年間の「出産した女性従業員」と「うち育児休業を取得している人数」】 

 
 

 ■介護休業制度の規定がありますか。 

 

 【過去１年間で介護休業を取得した従業員数】 

 
 

 ■子の看護休暇制度の規定がありますか。 

 
 【過去１年間で子の看護休暇を取得した従業員数】 

 

84.2 15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

規定がある 規定がない 無回答

ｎ

回答（38件）

人　数
うち育児休業を
取得している人数

育児休業
取得率

出産した女性従業員 20人 16人 80.0%

配偶者が出産した男性従業員 61人 14人 23.0%

73.7 23.7 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

規定がある 規定がない 無回答

ｎ

回答（38件）

女　性 男　性

介護休業を取得した人数 7人 6人

63.2 26.3 10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

規定がある 規定がない 無回答

ｎ

回答（38件）

女　性 男　性

看護休暇を取得した人数 3人 3人

○育児休業制度の規定が

あるのは、８割以上 

○育児休業取得率は、女性

従業員が８割、男性従業員

が２割以上 

○介護休業制度の規定が

あるのは、７割以上 

○介護休業を取得した人数

は、女性が７人、男性が６人 

○子の看護休暇制度の規定

があるのは、６割以上 

○子の看護休暇を取得した人

数は、女性が３人、男性が３人 
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４ セクシュアル・ハラスメントについて 

 ■セクシュアル・ハラスメントの防止のために行っている具体的な取組みは？  

 

５ 安中市における男女共同参画社会の実現に向けた市の取組みについて 

 ■安中市における男女共同参画社会の実現に向けて、市が重点をおくべき施策は？  

 

89.3 

71.4 

46.4 

28.6 

25.0 

17.9 

17.9 

14.3 

10.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就業規則などへの禁止規定の明示

苦情・相談窓口の設置、担当者の選任など

の体制の整備・充実

従業員への啓発資料などの配付

職場における男女平等に対する意識の徹底

セクシュアル ハラスメント防止に関する

社内研修などの実施

発生したときの対応マニュアルの作成

顧問弁護士や専門のカウンセラー・相談員

などへの相談体制の確保

セクシュアル ハラスメント防止委員会な

どの設置

定期的な面接やアンケートの実施

その他

無回答

回答（28件）

63.2 

23.7 

23.7 

18.4 

15.8 

13.2 

13.2 

13.2 

10.5 

10.5 

7.9 

7.9 

5.3 

2.6 

2.6 

5.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

保育の施設・サービスや、高齢者などの施設や介護

サービスを充実する

女性を政策・方針の決定過程（市の管理職や審議会

委員など）に積極的に登用する

女性の就労の機会を増やしたり、女性の職業教育や

職業訓練を充実する

子育てや介護でいったん仕事を辞めた人の再就職を

支援する

各種民間企業・団体の管理職への女性の登用、女性

のリーダー養成を支援する

男女平等を目指した条例を制定する

職場における男女の平等な取扱いについて周知徹底

を行う

女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相談、

教育などのセンターを充実する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、男女ともに

働き方の見直しを進める

男女共同参画社会の推進に向け、男性に対する意識

啓発を充実する

広報紙やパンフレットなどで、男女の平等と相互の

理解や協力についてPRする

わからない

特にない

学校教育や生涯学習の場で男女の平等と相互の理解

や協力についての学習を充実する

外国人との交流など、多文化共生のまちづくりを進

める

その他

無回答

回答（38件）

◇セクシュアル・ハラスメントの

防止のための具体的な取組みで

最も多いのは、「就業規則などへ

の禁止規定の明示」 

 

○セクシュアル・ハラスメントの

防止のために行っている具体的

な取組みについては、「就業規則

などへの禁止規定の明示」が最も

多く、次いで「苦情・相談窓口の

設置、担当者の選任などの体制の

整備・充実」、「従業員への啓発資

料などの配付」と続きます。 

◇安中市における男女共同参画

社会の実現に向けて、今後、市が

重点をおくべき施策として最も

多いのは、「保育の施設・サービ

スや、高齢者などの施設や介護

サービスを充実する」 

 

○安中市における男女共同参画

社会の実現に向けて、今後、市は

どのような施策に重点をおいて

いくべきかについては、「保育の

施設・サービスや、高齢者などの

施設や介護サービスを充実す

る」が最も多く、次いで「女性を

政策・方針の決定過程（市の管理

職や審議会委員など）に積極的

に登用する」と「女性の就労の機

会を増やしたり、女性の職業教

育や職業訓練を充実する」が続

きます。 


